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所沢都市計画事業 北秋津・上安松土地区画整理事業  
事業計画書  

  
 
第１ 土地区画整理事業の名称等 

１ 土地区画整理事業の名称 

所沢都市計画事業 北秋津・上安松土地区画整理事業  
 

２ 施行者の名称 

所沢市北秋津・上安松土地区画整理組合（法第 3 条 2 項） 

 
第２ 施行地区 

１ 施行地区の位置 

本地区は、所沢市の中心である西武池袋線・新宿線の所沢駅の東側約 0.4～

1.4km に位置し、北側は都市計画道路・東幹線、東側は西武池袋線、西側と南側

は所沢市道で囲まれた面積約 27ha の地区である。 

                 

２ 施行地区位置図 

別添「位置図」のとおり。 

 
３ 施行地区の区域 

本地区に含まれる区域は次のとおりである。 

所沢市大字北秋津字北ノ台、上ノ台、逢山、東境、生場、篠山、茨原前、中

山、屼山、下ケ谷戸、下川原、阿間巖下、牛沼道の各一部 

所沢市大字上安松字谷戸崎、清水久保、道上の各一部 

             

４ 施行地区区域図 

別添「区域図」のとおり。 
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第３ 設計の概要 

１ 設計説明書 

（１）土地区画整理事業の目的  
本地区は、西武池袋線・新宿線の所沢駅に近接する好立地にありながら、地区

の８割以上が農地や山林などの都市的低未利用地となっている。 

そこで、本事業により、新たに公共施設の整備・改善を図ると共に、既存の自

然緑地の保全に配慮した、安全・安心に生活できる住宅系土地利用の実現を図

ることを目的とする。 

 

（２）施行地区内の土地の現況  
（イ）地区の性格、発展状況  

本地区は、西武池袋線・新宿線の所沢駅に近接しながら、道路等の公共施設は

未整備で、地区の大半は農地や樹林地として利用されており、地区の一部では

小規模な宅地化が進んでしまっている状況にある。 

        
（ロ）地区内人口及び人口密度  

平成 28 年４月現在、地区内には 80 人が居住し、人口密度は約 2.9 人／ha とな

っている。 

      
（ハ）土地利用現況  

本地区の土地利用の割合は次のとおりとなっている。 

 
公共用地   3.5％  

宅 地   1.7％  

農   地  53.8％  

山 林  28.6％  

そ の 他  12.4％  

計   100.0％  

 
（ニ）道路及び宅地の状況  

地区北側の都市計画道路・東幹線など、地区外縁部には幅員６ｍ以上の道路が

存するが、地区内の現況道路のほとんどは幅員４ｍ未満の狭隘道路となってい

る。 

既存建付地群を施行地区から外しているため、地区内の宅地利用は全体の２％

未満と少なく、農地や山林が多くなっている。 

 

（ホ）建物の高度化の傾向  
本地区内の既存建物は２階建てまでとなっており、高度化の傾向はない。 
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（ヘ）地   勢  
地区南側の東西に延びる斜面緑地により、本地区の地形は南北に分割される。 

この斜面緑地より、北側は標高 67～69ｍ程度のほぼ平坦な地形、南側は標高 53

～56ｍ程度のほぼ平坦な地形となっており、地区東側の西武池袋線沿い及び西

側の市道沿いはそれぞれ地区内から下りの斜面を形成している。 

 

（ト）用排水  
本地区内に用排水路はない。 

 
（チ）上水道、ガス等供給処理施設  

本地区内には、既存建付地への供給処理を目的として上下水道及びガス管が埋

設されている。 

    
（リ）学校等文教施設  

本地区内に該当施設はなく、地区外西側に所沢市立北秋津小学校がある。 

 
（ヌ）工場の立地状況  

本地区内に大規模な工場は立地していないが、車両塗装の作業場がある。 

 
（ル）地   価  

本地区の地価は、平均 87,000 円／㎡である。 

 



                                                                                                                             
4 

（３）設計の方針  
（イ）土地利用計画  

平成 26 年に改定された所沢市街づくり基本方針などの上位計画を踏まえ、本

地区内に残る豊かな自然と調和のとれた住環境の創出を目指した低層戸建住宅

による土地利用を基本としつつ、地区中央には生活利便施設を誘致し、利便性

の高いまちづくりを計画する。  

 

（ロ）人口計画  
住宅地として計画している土地利用は約 12.4ha あり、予定戸数は約 960 戸（１

宅地あたりの平均敷地規模は約 130 ㎡）、予定人口 約 2,200 人を計画する。 

このときの計画人口密度は約 80 人/ha。 

 

（ハ）公共施設計画  
①道路計画  

地区外の都市計画道路３・４・５所沢駅東口線と３・４・12 東幹線の交差

点から地区中央を縦断する位置に、地区内の交通を集約する地区内幹線道

路として幅員 16ｍの道路を配置し、これを補完する主要区画道路として幅

員 11.5ｍ、９ｍの道路を適宜配置する。これらの道路はいずれも歩車道を

区分し、歩行者の安全を確保する。 

その他の区画道路については基本的には幅員６ｍを確保し、地区内幹線道

路等からの通過交通を排除するため、そのアクセス経路を制限しつつ適正

街区を形成するよう適宜配置し、地区外の道路高及び地区内の現況地盤高

を考慮した整備を行う。 

また、既存建付地周辺や保留地街区の戸建住宅周辺の道路については、現

況道路の幅員を考慮し、幅員６ｍ未満（５ｍや 4.2ｍなど）の道路を適宜

配置する。 

なお、保留地街区については幅員５ｍの道路を適宜配置する。 

 

②公園・緑地計画  
公園は、地区面積の３％以上且つ計画人口１人あたり３㎡以上の面積を確

保し、１号緑地によって分けられる南北地区それぞれに街区公園（１号公

園及び３号公園）を配置する。  
地区南側の既存斜面緑地の位置には１号緑地、西武池袋線沿いの既存斜面

緑地の位置には２号公園及び２・３・４号緑地をそれぞれ配  
置することで、豊かな自然の保全に努める。  
 

③雨水流出抑制施設  
埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例による雨水流出増加行為

に対する必要対策については、所沢市公共下水道計画との整合を図りなが

ら、地区南側に計画する２箇所の調整池にて対応する。  
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（二）公益的施設の配置  
該当する施設は計画しない。 
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（７）土地区画整理法第２条第２項に規定する事業の概要  
（イ）電気  

電柱の撤去・移設・新設は企業者が行う。撤去・移設費用は組合が負担

し、新設費用は企業者が負担する。 

 
（ロ）上水道  

地区内の各戸に供給できるように、本事業で整備する。 

 

（ハ）下水道  
○雨水  

道路側溝及び雨水管で集水し、排水区別に計画する調整池を経由し

て、地区外南側の柳瀬川へ放流させる。 

 

    ○汚水  
地区内の各戸が利用できるように、本事業で整備する。 

   
（ニ）ガス  

ガスの撤去・移設・新設は企業者が行う。撤去・移設費用は組合が負担

し、新設費用は企業者が負担する。 

 
（８）換地設計の方針  

本地区の換地設計は、定款において規定する従前の地積を基準として、

土地利用計画を考慮し、従前土地に照応するよう合理的に各換地を定め

るものとする。 

ただし、生活利便施設と良好な住宅地の創出のため、保留地及び申し

出による換地を集約することができるものとする。 

 

 

２ 設計図 

別添「設計図」のとおり 

 
 
第４ 事業施行期間 

自  平成 29 年４月 ３日（組合設立認可の公告の日） 

至  令和 9 年３月 31 日 

 

  



                                                                                                                             
14

 

 



                                                                                                                             
15

 



                                                                                                                             
16

 


